
議案第１２号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２９年 ２ 月１３日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条ただし書中「第２６５号」を「第２６９号」に改め、同条第１９０号

中「申請又は」の次に「同法」を加え、同条中第２８１号を第２８５号とし、

第２６１号から第２８０号までを４号ずつ繰り下げ、同条第２６０号ア中「登

録建築物調査機関等」を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」に、「）

第３条第２項」を「。以下「建築物省エネ法施行規則」という。）第２５条第

２項」に、「第２５６号ア」を「第２５９号ア」に改め、同号イ中「第２５６

号イ」を「第２５９号イ」に改め、同号ウ （ア）ａ中「第２５６号ウ （ア）」を「第２

５９号ウ （ア）」に改め、同号ウ （イ）ａ中「第２５６号ウ （イ）ａ」を「第２５９号ウ （イ）

ａ」に改め、同号ウ （イ）ｂ中「第２５６号ウ （イ）ｂ」を「第２５９号ウ （イ）ｂ」に改

め、同号ウ （イ）ｃ中「第２５６号ウ （イ）ｃ」を「第２５９号ウ （イ）ｃ」に改め、同号

を同条第２６３号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（264） 建築物省エネ法第１２条第２項又は第１３条第３項に規定する建築物 

エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証

議案第１２号



する建築物省エネ法施行規則第１１条の規定に基づく書面の交付の申請に

対する審査 

１件につき 第２５７号に規定する額に２分の１を乗じて得た額 

第２条第２５９号中「第１９３号」を「第１９４号」に改め、同号を同条第

２６２号とし、同条第２５８号中「の変更」の次に「（工事の着手予定時期又

は完了予定時期に係る変更を除く。）」を加え、同号ア中「登録建築物調査機

関等」を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」に改め、同号ア（イ）中「第

２５６号ア （イ）」を「第２５９号ア （イ）」に改め、同号イ （イ）中「第２５６号イ （イ）」

を「第２５９号イ （イ）」に改め、同号ウ （イ）中「第２５６号ウ （イ）」を「第２５９号

ウ （イ）」に改め、同号を同条第２６１号とし、同条第２５７号中「第１９３号」

を「第１９４号」に、「第２５９号」を「第２６２号」に改め、同号を同条第

２６０号とし、同条第２５６号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律（平成２７年法律第５３号。以下「建築物省エネ法」という。）」を「建

築物省エネ法」に改め、同号ア中「登録建築物調査機関等」を「登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関等」に改め、同号ア （イ）ａ中「第２５８号及び第２６

０号」を「第２６１号及び第２６３号」に改め、同号ア （イ）ｂ及びｃ中「第２６

０号」を「第２６３号」に改め、同号ウ （イ）ｃ（a）中「建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）」を「基

準省令」に改め、同号を同条第２５９号とし、同条第２５５号中「第１９３号」

を「第１９４号」に改め、同号を同条第２５６号とし、同号の次に次の２号を

加える。 

（257） 建築物省エネ法第１２条第１項又は第１３条第２項の規定に基づく建 

築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性

判定 

 ア 新築の場合 



する建築物省エネ法施行規則第１１条の規定に基づく書面の交付の申請に

対する審査 

１件につき 第２５７号に規定する額に２分の１を乗じて得た額 

第２条第２５９号中「第１９３号」を「第１９４号」に改め、同号を同条第

２６２号とし、同条第２５８号中「の変更」の次に「（工事の着手予定時期又

は完了予定時期に係る変更を除く。）」を加え、同号ア中「登録建築物調査機

関等」を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」に改め、同号ア（イ）中「第

２５６号ア （イ）」を「第２５９号ア （イ）」に改め、同号イ （イ）中「第２５６号イ （イ）」

を「第２５９号イ （イ）」に改め、同号ウ （イ）中「第２５６号ウ （イ）」を「第２５９号

ウ （イ）」に改め、同号を同条第２６１号とし、同条第２５７号中「第１９３号」

を「第１９４号」に、「第２５９号」を「第２６２号」に改め、同号を同条第

２６０号とし、同条第２５６号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律（平成２７年法律第５３号。以下「建築物省エネ法」という。）」を「建

築物省エネ法」に改め、同号ア中「登録建築物調査機関等」を「登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関等」に改め、同号ア （イ）ａ中「第２５８号及び第２６

０号」を「第２６１号及び第２６３号」に改め、同号ア （イ）ｂ及びｃ中「第２６

０号」を「第２６３号」に改め、同号ウ （イ）ｃ（a）中「建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）」を「基

準省令」に改め、同号を同条第２５９号とし、同条第２５５号中「第１９３号」

を「第１９４号」に改め、同号を同条第２５６号とし、同号の次に次の２号を

加える。 

（257） 建築物省エネ法第１２条第１項又は第１３条第２項の規定に基づく建 

築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性

判定 

 ア 新築の場合 

（ア） 基準省令第１条第１項第１号イに規定する非住宅部分の設計一次エ 

ネルギー消費量が計算されている場合 １件につき 次に掲げる建築

物の区分に応じ次に規定する額 

  ａ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

２３０，０００円 

ｂ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの          ３７０，０００円 

ｃ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの        ５３０，０００円 

ｄ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの       ６５０，０００円 

ｅ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの       ７７０，０００円 

ｆ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも

の                    ８７０，０００円 

（イ） （ア）以外の場合 １件につき 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規 

定する額 

  ａ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

８７，０００円 

ｂ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの          １５０，０００円 

ｃ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの        ２４０，０００円 

ｄ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの       ３１０，０００円 



ｅ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの       ３７０，０００円 

ｆ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも

の                    ４４０，０００円 

イ 増築又は改築の場合 

（ア） 増築又は改築に係る部分についてのみ基準省令第１条第１項第１号 

イ又はロに規定する非住宅部分の設計一次エネルギー消費量が計算さ

れている場合 

  ａ 基準省令第１条第１項第１号イに規定する非住宅部分の設計一次

エネルギー消費量が計算されている場合 １件につき 次に掲げる

建築物の区分に応じ次に規定する額 

   （a） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの            ２３０，０００円 

 （ｂ） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

３７０，０００円 

 （c） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

５３０，０００円 

 （d） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの 

６５０，０００円 

 （e） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの 

７７０，０００円 



ｅ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの       ３７０，０００円 

ｆ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも

の                    ４４０，０００円 

イ 増築又は改築の場合 

（ア） 増築又は改築に係る部分についてのみ基準省令第１条第１項第１号 

イ又はロに規定する非住宅部分の設計一次エネルギー消費量が計算さ

れている場合 

  ａ 基準省令第１条第１項第１号イに規定する非住宅部分の設計一次

エネルギー消費量が計算されている場合 １件につき 次に掲げる

建築物の区分に応じ次に規定する額 

   （a） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの            ２３０，０００円 

 （ｂ） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

３７０，０００円 

 （c） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

５３０，０００円 

 （d） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの 

６５０，０００円 

 （e） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの 

７７０，０００円 

 （f） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が２５，０００

平方メートル以上のもの         ８７０，０００円 

ｂ ａ以外の場合 １件につき 次に掲げる建築物の区分に応じ次に

規定する額 

 （a） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの             ８７，０００円 

 （b） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メートル未満のもの  

１５０，０００円 

 （c） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

２４０，０００円 

 （d） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの 

３１０，０００円 

 （e） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの 

３７０，０００円 

 （f） 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が２５，０００

平方メートル以上のもの         ４４０，０００円 

   （イ） (ア)以外の場合 １件につき アに規定する額 

  非住宅部分の床面積の合計の算定については、第１９２号の非住宅部分

の床面積の算定方法を準用する。 

（258） 建築物省エネ法第１２条第２項又は第１３条第３項の規定に基づく建 

築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能



適合性判定 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

  ア 建築物省エネ法第１２条第１項又は第１３条第２項の建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画（以

下この号において「判定済計画」という。）に係る建築物の部分につい

て前号に規定する額に２分の１を乗じて得た額 

  イ 判定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について前号に規定

する額 

第２条第２５４号中「の変更」の次に「（工事の着手予定時期又は完了予定

時期に係る変更を除く。）」を加え、同号ア中「登録建築物調査機関等」を「登

録建築物エネルギー消費性能判定機関等」に改め、同号ア （イ）中「第２５２号ア

（イ）」を「第２５３号ア （イ）」に改め、同号イ （イ）中「第２５２号イ （イ）」を「第２５

３号イ （イ）」に改め、同号ウ （イ）中「第２５２号ウ （イ）」を「第２５３号ウ （イ）」に改

め、同号を同条第２５５号とし、同条第２５３号中「第１９３号」を「第１９

４号」に、「第２５５号」を「第２５６号」に改め、同号を同条第２５４号と

し、同条第２５２号ア中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５

４年法律第４９号）第７６条第１項に規定する登録建築物調査機関」を「建築

物省エネ法第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」

に、「第２５４号、第２５６号、第２５８号及び第２６０号」を「第２５５号、

第２５９号、第２６１号及び第２６３号」に、「登録建築物調査機関等」を「登

録建築物エネルギー消費性能判定機関等」に改め、同号イ中「第２５４号、第

２５６号及び第２５８号」を「第２５５号、第２５９号及び第２６１号」に改

め、同号を同条第２５３号とし、同条中第２５１号を第２５２号とし、第２５

０号を第２５１号とし、第２４９号を第２５０号とし、同条第２４８号中「の

変更」の次に「（工事の着手予定時期又は完了予定時期に係る変更を除く。）」

を加え、「第２５０号」を「第２５１号」に改め、同号ア中「第２４６号ア （ア）



適合性判定 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

  ア 建築物省エネ法第１２条第１項又は第１３条第２項の建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画（以

下この号において「判定済計画」という。）に係る建築物の部分につい

て前号に規定する額に２分の１を乗じて得た額 

  イ 判定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について前号に規定

する額 

第２条第２５４号中「の変更」の次に「（工事の着手予定時期又は完了予定

時期に係る変更を除く。）」を加え、同号ア中「登録建築物調査機関等」を「登

録建築物エネルギー消費性能判定機関等」に改め、同号ア （イ）中「第２５２号ア

（イ）」を「第２５３号ア （イ）」に改め、同号イ （イ）中「第２５２号イ （イ）」を「第２５

３号イ （イ）」に改め、同号ウ （イ）中「第２５２号ウ （イ）」を「第２５３号ウ （イ）」に改

め、同号を同条第２５５号とし、同条第２５３号中「第１９３号」を「第１９

４号」に、「第２５５号」を「第２５６号」に改め、同号を同条第２５４号と

し、同条第２５２号ア中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５

４年法律第４９号）第７６条第１項に規定する登録建築物調査機関」を「建築

物省エネ法第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」

に、「第２５４号、第２５６号、第２５８号及び第２６０号」を「第２５５号、

第２５９号、第２６１号及び第２６３号」に、「登録建築物調査機関等」を「登

録建築物エネルギー消費性能判定機関等」に改め、同号イ中「第２５４号、第

２５６号及び第２５８号」を「第２５５号、第２５９号及び第２６１号」に改

め、同号を同条第２５３号とし、同条中第２５１号を第２５２号とし、第２５

０号を第２５１号とし、第２４９号を第２５０号とし、同条第２４８号中「の

変更」の次に「（工事の着手予定時期又は完了予定時期に係る変更を除く。）」

を加え、「第２５０号」を「第２５１号」に改め、同号ア中「第２４６号ア （ア）

又は （イ）」を「第２４７号ア （ア）又は （イ）」に改め、同号イ中「第２４６号イ （ア）から

（ケ）まで」を「第２４７号イ （ア）から （ケ）まで」に改め、同号ウ中「第２４６号ウ （ア）

又は （イ）」を「第２４７号ウ （ア）又は （イ）」に改め、同号を同条第２４９号とし、同

条第２４７号中「第１９３号」を「第１９４号」に、「第２４９号」を「第２

５０号」に改め、同号を同条第２４８号とし、同条第２４６号イ中「第２４８

号」を「第２４９号」に改め、同号を同条第２４７号とし、同条中第２４５号

を第２４６号とし、第１９６号から第２４４号までを１号ずつ繰り下げ、同条

第１９５号中「第１９３号」を「第１９４号」に改め、同号を同条第１９６号

とし、同条中第１９４号を１９５号とし、第１９３号を第１９４号とし、第１

９２号を第１９３号とし、第１９１号の次に次の１号を加える。 

（192） 建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第１８条第１６ 

項の規定に基づく通知に係る完了検査（当該完了検査の対象に建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下「建

築物省エネ法」という。）第１２条第１項若しくは第２項又は第１３条第

２項若しくは第３項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築

物エネルギー消費性能確保計画又は当該計画の変更に係る建築物（以下こ

の号において「判定建築物」という。）が含まれる場合に限る。） 

 ア 新築に係る完了検査 １件につき 前２号に規定する額に次に掲げる

判定建築物の区分に応じ次に規定する額を加えた額 

 （ア） 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

１９，０００円 

 （イ） 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの             ３８，０００円 

 （ウ） 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの           ９５，０００円 



 （エ） 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの         １４０，０００円 

 （オ） 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの        １８０，０００円 

 （カ） 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの 

２２０，０００円 

イ 増築又は改築に係る完了検査 １件につき 前２号に規定する額に次

に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額を加えた額 

（ア） 増築又は改築に係る部分についてのみ建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以

下この号、第２５７号及び第２５９号において「基準省令」という。）

第１条第１項第１号イ又はロに規定する非住宅部分の設計一次エネル

ギー消費量が計算されている場合 次に掲げる判定建築物の区分に応

じ次に規定する額 

  ａ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの               １９，０００円 

ｂ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル未満のもの  ３８，０００円 

ｃ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

９５，０００円 

ｄ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方

メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

１４０，０００円 

ｅ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平



 （エ） 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの         １４０，０００円 

 （オ） 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの        １８０，０００円 

 （カ） 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のもの 

２２０，０００円 

イ 増築又は改築に係る完了検査 １件につき 前２号に規定する額に次

に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額を加えた額 

（ア） 増築又は改築に係る部分についてのみ建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以

下この号、第２５７号及び第２５９号において「基準省令」という。）

第１条第１項第１号イ又はロに規定する非住宅部分の設計一次エネル

ギー消費量が計算されている場合 次に掲げる判定建築物の区分に応

じ次に規定する額 

  ａ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの               １９，０００円 

ｂ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル未満のもの  ３８，０００円 

ｃ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

９５，０００円 

ｄ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方

メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの  

１４０，０００円 

ｅ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平

方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの  

１８０，０００円 

ｆ 増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平

方メートル以上のもの           ２２０，０００円 

（イ） （ア）以外の場合 １件につき アに規定する額 

非住宅部分の床面積の合計は、工場その他エネルギーの使用の状況に関

してこれに類する判定建築物の部分で市長が認めるものに係る床面積を除

いて算定する。 

 第５条中「第２条第２７９号」を「第２条第２８３号」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定に係る手数料を新設すること、建築物エネルギー消

費性能適合性判定を受けた建築物に係る完了検査の手数料を新設すること等の

ため、この条例を制定するものである。 


